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米国の支払ボンド制度（Labor and Material Payment Bonds） 

○支払ボンドとは

元請企業による下請代金の不払・支払遅滞が生じた場合に、金融機関が下請企業への支払を保証する保証証書（支払ボン
ド）を、元請企業があらかじめ発注者に提出する仕組み。 

○支払ボンドとは

公的再保証 
中小建設企業の受注機会の確保のた

○スキーム 

発注者 
中小建設企業の受注機会の確保のた

め、公的再保証（70～90％） 

保証料 
ボンド提出 

提出を求める（←ミラー法） 
付保割合：連邦政府100% 

(ミラ 法1999年改正 0% 100%)
元請 ボンド    

発行機関 
ボンド発行 

(ミラー法1999年改正；50%→100%) 

一次下請  一次下請  資材業者 
【公的再保証制度の詳細】 

 

＊ 年間収入3350万ドル（約30 

二次下請  二次下請 
  億円）以下の建設業者又は  
  1400万ドル（13億円）以下 
  の専門工事業者が対象 
＊ 500万ドル（約4億5千万 

三次下請  三次下請 
   円）以下の請負契約に関 
   するものに限る 
＊ 入札・履行ボンドも対象  1 



米国再保証プログラム（ワードファイル） 
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フランスの下請代金支払保証について 

○発注者から下請（１次）に対する直接払い（公共工事）、又は、元請の支払遅延時の下請から発注者への
が直接請求（民間工事）が基本。

○補完的な措置として、金融機関からの下請代金支払い保証の仕組みを置く（公共工事の２次下請以下の
下請債権及び民間工事全般の下請債権）ことにより、発注者の負担を軽減。

○公共工事の場合 ○民間工事の場合

根拠法令：１９７５年の下請に関する法律 

○公共工事の場合 
 

１．発注者からの下請への直接払い（１次下請） 

・元請は、下請契約を行おうとする場合には、下請工事の内
容 金額 下請業者に い あらかじめ発注者の承認が必

○民間工事の場合
 

１．下請から発注者への直接請求 

・元請は、下請契約を行おうとする場合には、下請工事の内
容、金額、下請業者についてあらかじめ発注者の承認が必
要 

・発注者は、承認した下請業者に対して下請代金を直接支
払う

容、金額、下請業者についてあらかじめ発注者の承認が必
要 

・下請が元請に対して支払催告後１ヶ月以内に、元請が下請
代金を支払わない場合 発注者からの承認を得た下請は払う。 

 
２．保証又は発注者からの直接払い（２次下請以下） 

・１次下請がさらに下請契約を行おうとする場合には 当該１

代金を支払わない場合、発注者からの承認を得た下請は、
発注者に直接請求を行うことができる。 
 
２．保証又は発注者からの直接払い

・１次下請がさらに下請契約を行おうとする場合には、当該１
次下請は、下請代金の支払いに係る金融機関からの保証を
得ることが必要。 

・ただし、発注者からの直接払い契約を結んでいる場合、保

・元請は、下請代金の支払いに係る金融機関からの保証を
得ることが必要 

・ただし 発注者からの直接払い契約を結んでいる場合 保、発注者 ら 直接払 契約を結 る場合、保
証は不要 

・ただし、発注者からの直接払い契約を結んでいる場合、保
証は不要 

出所：（財）建設経済研究所「第１６次欧州調査報告書」等より 
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韓国の建設工事における下請代金債権の保護 

【根拠法令】

発注者 

請負契約の締結 ○下請代金直接請求 支払

・建設産業基本法第３４条 
・下請取引公正化に関する法律第１３条の２ 

請負契約の締結 ○下請代金直接請求・支払
※発注者は次の場合に直接支払が可能。 
・発注者と元請間の合意 
・発注者が下請保護のために必要と認める場合 
・元請が下請代金債権の保証を行わない場合元請が下請代金債権の保証を行わない場合 
等 

下 請
下請契約の締結 

○下請代金支払保証（契約金額から前払金を除いた額【最大】） 
下 請

 

※１次下請までを対象。
労務者・資材業者は含ま
ず。

元 請 

○下請契約履行保証（契約金額の１０％） 

保証承諾 

支払保証契約 履行保証契約

○下請契約履行保証（契約金額の ）

保証機関
（建設共済組合、保険事業者、金融機関等） 

支払保証契約 
の締結 

履行保証契約
の締結 

出所：第１０回日韓会議資料等より作成 
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支払ボンド導入に当たっての主な論点（メモ） 

１．ボンド引受けに伴うリスクを分散する仕組みの構築 

 

２．ボンド引受けに必要な機能と引受機関 

 

３ 引受けリスクを抑えるための措置３．引受けリスクを抑えるための措置

 

４．契約・取引の更なる適正化を通じた導入環境の整備 
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○支払ボンドの円滑な導入を図るため 定のリスクを軽減 分散させるシステムが必要ではないか

ボンド引受けに伴うリスクを分散する仕組みの構築 

○支払ボンドの円滑な導入を図るため、一定のリスクを軽減・分散させるシステムが必要ではないか 

問題意識 問題意識
 

○ 支払ボンドは、再生型企業でも対象となり、１件の損害が巨大となるおそれがあるリスクが高い
商品。 

 

○ 米国では、財務の脆弱な中小建設業者が市場で履行ボンド・支払ボンドを得られるよう、債務 
 弁済が生じた場合に連邦政府がボンド引受機関に対して一定の弁済（７０～９０％）を行う公的再 
 保証システムが存在。 
 

○ 我が国でも、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律やエネルギー環境適合製 
 品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく保険制度において、巨大損害リスク 
 等に対応した再保証の仕組みがある。等に対応した再保証の仕組みがある。

論点 
 

○ ボンド引受機関が通常引き受けることが困難な巨大リスクを分散させるため、我が国でも再保
証システムを検討することが必要ではないか。 

 

○ 必要となる再保証システムは、一定の保証限度額を設定した上で、最大規模の元請企業の倒○ 必要となる再保証システムは、 定の保証限度額を設定した上で、最大規模の元請企業の倒 
 産が起こった場合にも保証金支払に耐えられる規模が必要ではないか。 
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支払ボンド引受機関のリスクに係る構成要素 

支払ボンド引受機関が抱えるリスクの構成要素について 
支払ボンド引受機関 
のリスク ＝ ①倒産確率 

（デフォルト率） 
②１社当たりの
負債総額 

× ③下請企業への未払割合 
（支払手形・工事未払い金／負債） × 

① 倒産確率
年度 会社名

負債総額② ２ 年度ごとの倒産による① 倒産確率
 年間倒産件数（≒デフォルト率）は経済動向により大きく変動 年度 会社名

負債総額

(億円） 

1996年度 A社 624 

1997年度 B社 5,110 

1998年度 C社 4,067 

2000年度 D社 832

②－２ 年度ごとの倒産による
負債額の変動 
 
年度毎の建設業の倒産のうち、
最大の負債総額の推移（右表）5,137  

4 894 4 898

5,854  
6,049  

5,752  
6,000 

7,000 

25,000 

30,000 
l建設業の倒産件数と負債総額 

負債総額（億円） 

建設業の倒産件数(件） 2000年度 D社 832 

2001年度 E社 4,499 

2002年度 F社 2,712 

2003年度 G社 2,153 

2004年度 H社 527 

2005年度 I社 833

最大の負債総額の推移（右表）
を見ると、負債総額の変動幅は
大きく、これが支払ボンド引受機
関にとって大きなリスク 14,404 

24,419 

19,517 

13,105 
14,594 

25,436 

19,879 

14,410 
13,103 

2,351  

2,873  2,962  
3,350  

3,769  3,891  

4,894  4,898   4,773  

3,934  

2,422  
2,664  

3,043  

3,556  
3,325  

3,000 

4,000 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

建設業の倒産件数(件） 

② 社当たり 均負債総額
③下請企業への未払割合

2005年度 I社 833 

2006年度 J社 90 

2007年度 K社 400 

2008年度 L社 638 

2009年度 M社 1,509 

4,288 

6,577 
7,416  6,988 7,584 

9,741 
8,650 

7,351 
5,637 

7,804  7,795 

1,470  

0  

1,000 

2,000 

0 

5,000 

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

②－１ 一社当たりの平均負債総額
 １社あたりの平均負債総額は、倒産件数ほど大きく変動しない 

③下請企業への未払割合

 下請企業への未払割合（支払手形・工事未払金／負債）
は、３０％前後で推移し、大きく変動しない 

7 出所：①、②：帝国データバンク「全国企業倒産集計」 
    ③：建設業情報管理センター「建設業の経営分析（平成20年度）」



建設業のデフォルト率の推移 建設業のデフ ルト率と月間倒産件数の相関

（参考） 建設業のデフォルト率について 

建設業のデフォルト率の推移 建設業のデフォルト率と月間倒産件数の相関 

5.00% 6.00% 

（デ

y = 8E‐05x + 0.0148 
R² = 0.5706 

3.50%

4.00% 

4.50% 

３σ＋average 

95percentile

4.82% 

4.20% 

5.00% 

デ
フ
ォ
ル
ト
率
） 2.50% 

3.00% 

3.50%95percentile

3.42% 
3.00% 

4.00% 

average 

1.50% 

2.00% 

2.00% 

0.00% 

0.50% 

1.00%

0.00% 

1.00% 

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 
（月間倒産件数） 

0  50 100 150 200 250 300 350  400 

デフォルト率： 指標上の分子は、デフォルト先（過去12ヶ月以内に、3ヶ月以上延滞

先、もしくは破綻懸念先以下の債務者区分に初めて該当した債務者）の数とし、指標
上の分母は、非デフォルト先（前年3月末（1月、2月については前々年3月末）時点に

おける 正常先 要注意先のうち 過去にデフォルト先に該当したことがない債務者）

（出所）デフォルト率：日本リスク・データ・バンク社（RDB社）資料 
    倒産件数  ：帝国データバンク「全国企業倒産集計」 

おける、正常先、要注意先のうち、過去にデフォルト先に該当したことがない債務者）
の数として計算している。 
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ボンド引受けのために必要な機能と引受機関 

○ボンド引受けに必要な機能と主体をどのように考えることが適切か

問題意識

○ボンド引受けに必要な機能と主体をどのように考えることが適切か

問題意識 
 

○ ボンド引受機関は、引受けに際して、元請の資金繰り動向を含めた信用リスクを審査するととも
に、元請倒産時等の保証金額確定に際しては下請の出来高を査定することが必要ではないか。 

 

○ 元請倒産時の損害額の査定（出来高査定）は保証業務の根幹であり、ボンド引受機関自ら行う
ことが基本。仮に第三者に委ねる場合でも、査定機関が十分な「専門性」「独立性」を有している
ことが必要ではないか。ことが必要ではないか。 

 
論点 
 

○ 以上の条件を満たす引受機関として、次のいずれかの方向で検討してはどうか。 
 

 （１） 民間金融機関が元受として支払ボンドを引受け 
 

   （２） （１）以外の新たな元受引受機関が支払ボンドを引受け、民間金融機関はこれを補完 
 

○ あわせて、公正中立かつ信頼性がある出来高査定を行える機関が必要ではないか。 
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○下請債権の保全を図りつつ 引受けリスクを軽減するためにどのような措置が必要か

引受けリスクを抑えるための措置 

○下請債権の保全を図りつつ、引受けリスクを軽減するためにどのような措置が必要か

問題意識問題意識
 

○ 対象となる下請が明確になっていない場合は元請倒産時に混乱が生じるおそれ。 
 

○ 支払ボンド制度が導入されていない現時点において、元請倒産に係る集積リスクを軽減し、
民間で支払ボンドの引受けが可能となるような措置が必要。 

論点 
 

○ まずは一次下請を保証範囲とすることとしてはどうか。 
 

○ 上記の場合でも、契約書面や元請から提出された施工体制台帳及び施工体系図により明 
 確になっている下請のみを保証範囲としてはどうか。 
 

○ 元請倒産に係る集積リスクを軽減するため、一元請・一工事当たりの保証上限額や適切な 
付保割合の設定が必要ではないか 付保割合の設定が必要ではないか。
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○事故時の保証金額の増大を抑えるため どのような環境整備が必要か

契約・取引の更なる適正化を通じた導入環境の整備 

○事故時の保証金額の増大を抑えるため、どのような環境整備が必要か

問題意識 
 

○ 支払ボンドの導入に当た ては 契約 取引の更なる適正化を通じて導入環境を整備○ 支払ボンドの導入に当たっては、契約・取引の更なる適正化を通じて導入環境を整備
 する必要がある。 
 

論点論点 
 

○ 以下の取組を実施することが適切ではないか。 
 （１）入札段階 

ダンピング対策の徹底  ・ダンピング対策の徹底
 

 （２）契約の締結時 
  ・書面契約（元下間） 
  ・月次、出来高払い（元下間） 
  を促進 
 

（３）契約後 （３）契約後
  ・違反行為に対するペナルティ 
 

○ これらの他に必要と考えられる取組は何か。
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